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平成31年度保険料率に関する論点 

 

≪現状・課題≫ 
 
 協会けんぽの平成29年度決算は、収入が9兆9,485億円、支出が9兆4,998億円、収支差は4,486億円と、収支差は前年度に

比べてマイナス500億円となったものの、準備金残高は2兆2,573億円で給付費等の3.1か月分（法定額は給付費等の1か月
分）となった。 
 

 これは、協会においては、ジェネリック医薬品の使用促進、レセプト点検の強化など医療費適正化のための取組を着実に進めてきたこ
とや、日本年金機構における適用対策、後期高齢者支援金の総報酬割への移行などの効果によるものと考えられる。 
 

 一方で、協会けんぽでは医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政の赤字構造が解消されていないことに加え、団塊の世代が
75歳以上となり、高齢者医療費の増加が見込まれる2025年を見据えれば、後期高齢者支援金等の規模は今後も拡大していくこ
とが見込まれており、今後の財政状況については予断を許さない状況にある。 
 

 こうした状況も踏まえながら、今後の財政状況を見通す観点から、今回も5年収支見通し等の財政状況に関するシミュレーション
（詳細はＰ.8～15参照）を行ったところ、保険料率10％を維持した場合であっても数年後には準備金を取り崩さなければならない
見通しとなっている。 

 
【論点】 
 

 協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の５年収支見通しのほか、人口構成の変化や医療費の動向、後期高齢者支援
金の推移などを考慮した中長期的な視点を踏まえつつ、平成31年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準についてどのように考
えるか。 

 
   ※ 平成29年12月19日 運営委員会 安藤理事長発言要旨：「今後の保険料率の議論のあり方については、中長期   
    で考えるという立ち位置を明確にしたい。」（詳細はＰ.6、7参照） 

１．平均保険料率 
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平成31年度保険料率に関する論点 

 

≪現状・課題≫ 
 これまでの保険料率の改定においては、都道府県単位保険料率へ移行した際（21年9月）及び政府予算案の閣議決定が越

年した場合を除き、４月納付分（３月分）から変更している。 
 
【論点】 
 

 平成31年度保険料率の変更時期について、平成31年４月納付分（３月分）からでよいか。 

３．保険料率の変更時期 

 

≪現状・課題≫ 
 

 激変緩和措置の解消期限は、「平成32年３月31日」（平成31年度末）とされている。これまで段階的に激変緩和措置の解消
を図っており、平成30年度の激変緩和措置率は7.2/10。激変緩和措置の解消期限までに均等に引上げを図っていく場合の毎年
の激変緩和率は、1.4/10ずつの引上げとなる。なお、平成30年度から本格実施（保険料率にも反映）するインセンティブ制度に
ついては、実際の保険料率への反映は、激変緩和措置の終了後の平成32年度からとなる。 

 
【論点】 
 

 激変緩和措置の解消期限を踏まえ、平成31年度の激変緩和率についてどのように考えるか。 

２．都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置 
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（参考１） 来年度以降の１０年間（２０２８年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算） 

 協会けんぽ（医療）の５年収支見通し（２０１８年９月試算）の前提に基づき、２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率

を１０．０％、９．９％、９．８％、９．７％でそれぞれ維持した場合について、今後１０年間（2028年度まで）の各年度末における

協会けんぽの準備金残高と法定準備金に対する残高の状況に係るごく粗い試算を行った。 

  平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、Ⅰの「賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×０．５」のケースでは２０２４年度、Ⅱ

の「賃金上昇率：２０２０年度以降０．６％」のケースでは２０２１年度、Ⅲの「賃金上昇率：２０２０年度以降０％」のケースでは２０２０年度をピー

クに減少し始め、２０１９年度（平成３１年度）以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高のピークは更に早まる。 

  法定準備金に対する準備金残高は、Ⅰの「賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×０．５」のケースでは、平均保険料率を２０１９年度

（平成３１年度）以降９．７％とした場合には２０２７年度には１か月分を割り込み、Ⅱの「賃金上昇率：２０２０年度以降０．６％」のケースでは、

平均保険料率を２０１９年度（平成３１年度）以降９．９％とした場合には２０２７年度には１か月分を割り込む。Ⅲの「賃金上昇率：２０２０年度以

降０％」のケースでは、平均保険料率１０．０％維持の場合でも２０２６年度には１か月分を割り込む。 
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Ⅰ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 低成長ケース×０．５   
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Ⅱ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 ０．６％   
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Ⅲ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 ０％ 
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【シミュレーション方法について】 

 ・ ２０１９年度（平成３１年度）以降、準備金残高が法定準備金（給付費等の１か月分）を確保している間、機械的に10％及び9.8％とし、それぞれに

ついて法定準備金を下回る年度以降においては法定準備金を確保するために必要な料率に引き上げた上で（※）、２０２８年度までの見通しをシ

ミュレーションしたもの。 

 ・ ２０２０年度以降の賃金上昇率については、５年収支見通しのケースⅠ(低成長ケース×0.5)、ケースⅡ（0.6％）及びケースⅢ（0％）を使用し、そ

れぞれについて作成。 
 
 ※ 健康保険法施行令第46条第１項において、「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保

険給付に要した費用の額（前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額（中略）を含

み、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。）の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達する

までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。」とされている。 

    本シミュレーションはこの規定を参考として行うもの。 

【Ⅰ．賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×0.5】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合のどちらの場合で

あっても、２０２８年度まで、準備金残高が法定準備金を上回る。 

 

【Ⅱ．賃金上昇率：２０２０年度以降 0.6％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２２年度には単年度収支差が赤字となり、以降準備金残高が年々減少するものの、２０２８年度

まで準備金残高が法定準備金を上回る。 

 ・ 仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２０年度以降準備金を取崩すことにより、２０２５年度ま

では保険料率を維持できるものの、２０２６年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には10.7％に達する。 

 

【Ⅲ．賃金上昇率：２０２０年度以降 0％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２１年度には単年度収支差が赤字となる。以降、準備金残高を取崩すことにより２０２５年度まで

は保険料率を維持できるものの、２０２６年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には11.3％に達する。 

 ・ 仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２０年度以降準備金を取崩すことにより、２０２４年度ま

では保険料率を維持できるものの、２０２５年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には11.3％に達する。  

（参考２） 今後の保険料率に関するシミュレーション 
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Ⅱ．２０２０年度以降の賃金上昇率0.6％の場合 
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熊本地震に伴う都道府県単位保険料率の特例的取扱いについて 

○ 平成28年４月に発生した熊本地震に伴い、被災地域において甚大な被害を受けた加入者に対して、
協会の判断により、医療機関の窓口負担を減免する措置が行われた（平成29年９月で終了）。 

○ 窓口負担の減免により、医療機関にかかりやすくなったこと等から、特に熊本支部において医療費
の伸びが大きくなった（波及増）。 

   現行では、この医療費の波及増は、被災支部でそれぞれ負担する仕組みとなっている。 

 

 １．熊本地震に伴う窓口負担の減免措置と都道府県単位保険料率算定 

免除の対象 
平成28年４月14日 

～ ９月 
平成28年10月 ～ 平成29年９月 

一部負担金等 

 ＜熊本地震関連の一部負担金の取扱い＞ 

猶予 免除 

○ 平成23年３月に発生した東日本大震災においては、被災支部において医療費の波及増効果が認め
られることから、過度な保険料負担とならないよう措置を行っているところ。 

○ 具体的には、平成24年度においては宮城支部及び福島支部の、平成25年度以降は福島支部の波
及増分を、当該支部に係る給付費から除き、全国一律に賦課している。 

○ なお、平成29年度実績における福島支部の当該波及増額は約19億であり、平成31年度都道府県単
位保険料率に反映させる予定。 

 

 ２．先行事例――東日本大震災の波及増にかかる取扱いについて―― 
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○ 下のグラフは、平成29年度における、熊本支部の加入者１人当たり医療費の、熊本支部及び福島
支部以外の全支部の加入者１人当たり医療費との比率（以下、「医療費単価比」という。）を示したもの
である。 

○ これによると、平成29年度の医療費単価比が、減免措置期間が終了した同年10月～平成30年２月
の医療費単価比と比べて大きくなっている。 

 

 ３．熊本地震における加入者１人あたり医療費の動向 
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○ 窓口負担の減免措置は、被害の甚大な状況に鑑み、国からの要請等も踏まえ、協会全体で決定し
たことであり、その波及増の影響については、広く全支部で負担することが適切。 

○ 当該被災支部の加入者であっても、減免措置が講じられない加入者も多く、そういう加入者に負担
を求めるのは不適当。 

○ 東日本大震災においては、上記の理由からすでに特例的措置を講じており、公平性の観点からも同
様の手当てを行うことが適当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ なお、熊本地震に伴う窓口負担の減免措置は平成29年度（平成29年９月）までの措置であることか
ら、平成30年度以降は発生しない。 

 ４．熊本地震に伴う波及増分の都道府県単位保険料率算定の特例的扱い 

東日本大震災と同様、熊本地震に伴う 
波及増分を、全支部で負担することとしたい。 

大臣告示の改正により措置 
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  平成30年10月から11月にかけて開催した各支部の評議会での意見については、必ず提出を求めていたこれまでの
取扱いを変更し、理事長の現時点における考え（状況に大きな変化がない限り、基本的には中長期的な視点で保険料
率を考えていくこと）を評議会で説明した上で、特段の意見があれば提出していただくこととした。意見書の提出状況並
びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※激変緩和措置については、計画的な解消以外の意見はほぼなく、保険料率の変更時期については、4月納付分（3月 

  分）以外の意見はなし。 

 平成31年度の保険料率に関する支部評議会の意見 

意見書の提出なし    9支部 

 

意見書の提出あり   38支部 
 

  ① 平均保険料率10％を維持するべきという支部   18支部 
 

  ② ①と③の両方の意見のある支部               13支部 
 

  ③ 引き下げるべきという支部                   6支部 
 

   ④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし）       1支部 
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■ 平均保険料率10％を維持して、中長期的に安定した運営を行うべきである。また、加入者や事業主に対する周知と理解を得ること
が重要である。 

 

■ 協会けんぽには、国庫補助が入っているが、過去には保険料率の引下げにあわせ、国庫補助も引き下げられたことがあるため、現行の
平均保険料率10％は維持しなければならない。 

 

■2040年以降、高齢者が増加する一方、生産年齢人口の急激な減少が見込まれる中、今後の協会けんぽの存続を考えると、短期
的な準備金の状況だけを見て保険料率を下げるのは、世代間の負担の公平性や所得の再分配の観点から、将来世代につけを回し
てしまうという懸念がある。 

 

■ 医療機関等への受診者の増加及び１人当たり医療費の増加が医療費増加の主な要因であるが、近年の医療費増加は、特に医
療の高度化に伴う１人当たり医療費の増加に起因するところが大きい。そのような状況を踏まえると、中期的に考える必要があり、保
険料率を下げることには疑問を感じる。 

 

■ 被保険者の立場からすると、保険料率引下げとなれば喜ばしいが、現状を踏まえると、10％を維持することが妥当と考える。 
 

■ 税や保険料の負担増の影響で事業所数が減少することのないよう、保険料率を下げられるときに下げるべきである。併せて、国庫補
助率が引き下げられることがないよう、国に訴えていかなければならない。  

 

■ 保険料率を議論するにあたっては、短時間労働者の適用拡大、高齢化に伴う医療費、拠出金の負担増、制度改正等、社会的な
情勢を踏まえて議論しなければならない。 

１．平均保険料率 

 平成31年４月納付分から変更するということについて、特段の異論はなかった。 

３．保険料率の変更時期 

 平成31年度の激変緩和率は8.6/10に引上げることで、特段の異論はなかった。 

２．都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置 

平成31年度保険料率に関するこれまでの主な運営委員の意見 
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平成31年度の保険料率（医療分・介護分）の計算の前提 

医療保険の平成31年度保険料率 

① 平均保険料率 

平成31年度の平均保険料率については、平成30年度と同率の10.00％とする。 

（平成31年度の均衡保険料率は平成30年12月時点の見込みで9.7%） 

② 激変緩和率 

平成31年度の激変緩和率については、平成30年度の緩和率から10分の1.4引き上げた10分の8.6とする旨の内示が

あったため、これに基づき都道府県単位保険料率を設定。（激変緩和措置の終了期限が平成32年3月までとなってお

り、解消に向け均等に引き上げたもの） 

③ 変更時期 

例年通り4月納付分（3月賦課分）から改定。 

④ 精算 

各支部において、平成29年度決算で生じた地域ごとの差額に伴う精算を行うこととなる。 
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介護保険の平成31年度保険料率 

平成31年度の介護保険料率については、介護納付金の額が決定したことから1.73%となる。（平成30年度1.57％か

ら0.16ポイント引き上げとなる。）なお、変更時期については健康保険料率と同じ4月納付分（3月賦課分）からと

する。 
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平成31年度の都道府県単位保険料率 

平成31年度の福岡支部健康保険料率 

10.23% 10.24% 

平成30年度 平成31年度 

前項の前提を踏まえると、平成31年度の福岡支部の健康保険料率は、平成30年度と比べ
て0.01%の引き上げとなる見込み。 



23 

平成31年度における福岡支部の健康保険料率変動の要因 

＜健康保険料率変動要因＞ 

① 保険給付費の伸び等による変動 

激変緩和前（年齢調整・所得調整後）の健康保険料率：10.31%（平成30年度は10.33％） 

② 激変緩和率の引き上げ（10分の7.2→10分の8.6）による影響 

激変緩和後（精算分反映前）の健康保険料率：10.267%へ上昇（平成30年度は10.234％） 

③ 平成29年度決算における支部別収支の地域差分の精算分の反映による影響 
福岡支部における平成29年度決算時の支部別収支は、約10.86億円のプラス 

上記約10.86億円を、平成31年度の都道府県単位保険料率算定時の収入にプラスすることにより、料率に換算し

て約0.024%の引下げ効果 

※保険料率「10.267％」から精算分「0.024％」をマイナスし、精算分反映後の保険料率は「10.242％」となって 

 おり、小数点以下第3位を四捨五入することで、10.24％になっております。 

※保険料納付額への影響（40歳未満…介護保険料なし）： 

  標準報酬月額300,000円の被保険者の場合：300,000円×0.01％＝30円（折半で15円） 

 保険料納付額への影響（40歳以上…介護保険料あり）： 

  標準報酬月額300,000円の被保険者の場合：300,000円×（0.01+0.16）％＝510円（折半で255円） 

◎上記の結果、①③は保険料率引き下げ要因となったが②が引き上げ要因となり、＋0.01％》 
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参考：激変緩和率と都道府県単位保険料率の推移 

全国平均 福岡支部 激変緩和率 備　考

平成20年度 8.20% 8.20% - 10月に協会発足

平成21年度 8.20% 8.24% 10分の1.0
9月より都道府県単位
保険料率設定

平成22年度 9.34% 9.40% 10分の1.5
準備金残高マイナス、料率引き上げ
３年間の特例措置実施

平成23年度 9.50% 9.58% 10分の2.0

平成24年度 10.00% 10.12% 10分の2.5
23年度決算で準備金赤字額を
前倒しで解消

平成25年度 10.00% 10.12% 10分の2.5
準備金取り崩し（料率設定時点）
により10％維持

平成26年度 10.00% 10.12% 10分の2.5
準備金取り崩し（料率設定時点）
により10％維持

平成27年度 10.00% 10.09% 10分の3.0
25、26年度の黒字により準備金
残高が法定準備金を上回る

平成28年度 10.00% 10.10% 10分の4.4

平成29年度 10.00% 10.19% 10分の5.8

平成30年度 10.00% 10.23% 10分の7.2

平成31年度 10.00% 10.24% 10分の8.6


